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中
国
共
産
党
幹
部
等
へ
の
米
国
金
融
制
裁
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
林
鄭
月
娥
香
港
行
政
長
官
へ
の
米
国
金
融
制
裁
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
二
〇
三
第
五
九
号
）
で
政
府
が
、
米
国
に
拠
点
を
有
す
る
我
が
国
の
金
融
機
関
等
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
米
国
が

林
鄭
月
娥
香
港
行
政
長
官
等
に
科
し
た
金
融
制
裁
を
、
日
本
国
内
を
含
む
グ
ル
ー
プ
全
体
で
遵
守
す
る
よ
う
求
め
た
こ
と
を
評

価
し
た
い
。
香
港
の
新
聞
が
当
該
答
弁
書
に
つ
い
て
好
意
的
に
報
じ
た
。 

 

米
国
は
本
年
一
月
十
五
日
、
香
港
国
家
安
全
維
持
法
に
違
反
し
た
容
疑
で
米
国
人
弁
護
士
ジ
ョ
ン
・
ク
ラ
ン
シ
ー
氏
や
立
法

会
前
議
員
を
含
む
五
十
人
以
上
が
警
察
に
一
斉
逮
捕
さ
れ
た
本
年
一
月
六
日
の
事
件
を
受
け
て
、
六
名
の
中
国
共
産
党
幹
部
と

香
港
警
察
当
局
者
を
新
た
に
制
裁
対
象
に
指
定
す
る
と
発
表
し
た
。
対
象
者
に
つ
い
て
は
米
国
内
の
資
産
が
凍
結
さ
れ
る
。
報

道
声
明
の
な
か
で
マ
イ
ク
・
ポ
ン
ペ
オ
国
務
長
官
（
当
時
）
は
、
「
香
港
の
自
由
と
民
主
主
義
的
手
続
き
を
侵
害
す
る
中
国
の

行
動
を
非
難
す
る
」
と
し
、
香
港
の
自
由
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
て
「
責
任
を
取
ら
せ
る
た
め
に
、
今
後
と
も
実
行
可
能
な
す

べ
て
の
手
段
を
行
使
し
て
い
く
」
と
述
べ
た
。
後
任
の
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ブ
リ
ン
ケ
ン
国
務
長
官
は
本
年
一
月
三
十
一
日
に
行
わ

れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
中
国
は
香
港
返
還
に
際
し
て
行
っ
た
国
際
公
約
を
「
言
語
道
断
に
」
害
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
と

非
難
し
た
上
で
、
弾
圧
被
害
者
の
受
け
入
れ
に
言
及
し
た
。 



 

２ 

 

 
金
融
庁
は
同
庁
作
成
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、

顧
客
及
び
そ
の
実
質
的
支
配
者
の
氏
名
と
関
係
当
局
に
よ
る
制
裁
リ
ス
ト
等
と
を
照
合
す
る
な
ど
、
国
内
外
の
制
裁
に
係
る
法

規
制
等
の
遵
守
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
金
融
機
関
に
求
め
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
我
が
国
の
金
融
機
関
に
対
し
、
米
国
の
金
融
制
裁
対
象
と
な
っ
た
中
国
共
産
党
幹
部
等
と
取
引
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
法
人
の
顧
客
に
つ
い
て
そ
の
実
質
的
支
配
者
は
誰
か
を
調
査
し
、
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
。 

二 

政
府
は
、
我
が
国
の
金
融
機
関
に
対
し
、
個
人
の
顧
客
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
ど
の
よ
う
な
取
引
目
的
を
有
し

て
い
る
か
、
資
金
の
流
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
ど
の
情
報
を
調
査
し
、
把
握
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


